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災害と避難所災害と避難所
避難所運営マニュアル

はじめに
●大地震や洪水等による災害が起こり、火災や浸水・倒壊によって自分の家にいることが
　できなくなったとき、あるいは家にいることが危険、困難だと思われるような場合には、
　「避難所」へ避難することになります。
●「避難所」となる施設は、区立小中学校や都立高等学校などであり、避難所は町会毎に
　指定されています。
●避難所生活は、避難者による自主管理により運営されます。
●この冊子は、日頃の備え、避難方法、避難所の運営方法、そして避難所での生活等を簡
　潔にまとめたものです。この冊子を参考に各避難所の状況に合わせた運営を行なって
　下さい。
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本冊子では、この避難所
の運営方法や生活の仕
方について説明します。

①避難場所とは、延焼拡大し、一時集
合場所や避難所周辺が危険になっ
た場合に避難する場所です。

②避難場所は、台東区内の延焼火災
が沈静化するまでの間、留まる場
所です。火災沈静後は、区が指示し
た避難所に避難します。

①まずは身の安全をはかる
（揺れがおさまるまで、机
の下などに隠れる。）

②揺れがおさまった後に、
火の始末を行う。

③自宅にいると危険な場合
は、漏電防止のためにブ
レーカーを落としてか
ら、家を出る。

ご自身が避難される、一時集合場所・避難所・避難場所は、台東区防災地図でご確認下さい。
防災地図をお持ちでない場合は、台東区災害対策課（電話：03-5246-1093・1094）ま
でお問い合わせ下さい。

都市ガスは、震度５弱
以上の地震が起きると
自動的に火が止まり
ます。

大地震発生

リュウミンR
シンゴM
シンゴR

①一時集合場所とは、例えば「近所の
○○さんがいるかどうか」といった
ことを確認する拠点となる場所であ
り、避難所や避難場所に避難するた
めに一時的に集合する場所です。

②一時集合場所には、町会単位で集ま
ります。

　避難所とは、災害により住居
が倒壊・焼失などの被害を受
けた住民を受け入れ、宿泊、給
食などの救援を行う施設です。
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５　震災発生の時間帯における避難所の開設について
　　大地震発生の時間帯等によって、避難所開設の態様が以下のように異なります。

ステップ２　避難所に行く

３　自宅に危険が伴う場合は、避難所へ避難（自宅が安全な場合は、自宅にもどります）

２　一時集合場所に集合

１　大地震発生

ステップ１　日頃の備え

４　避難所開設のタイミング
・　原則　台東区で震度６弱以上の地震が発生した場合に、避難所を開設します。
・　例外　しかし震度５強以下の地震であっても、被害が甚大で避難所運営本部（P.3 参照）
　　　　　が避難所の開設を要すると判断した場合は、避難所を開設します。　　

フォークB
新丸ゴ
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シンゴM

シンゴR

●日頃からの備えとして、最低３日分の食糧や水を自宅に用意しておきましょう。その内
１日分はいつでも持ち出せるように、カバン等に入れておくと良いでしょう。

●季節や天候に応じた衣類（冬場に備えた防寒具等）なども準備しておきましょう。

大地震が発生した場合の避難方法については、P.1 をご覧下さい。
自宅の倒壊又は焼失により、避難所に避難する場合は、原則的に以下の順で避難を行います。

●施設に職員がいる。施設の鍵が開いている。
①施設側は、避難者の受け入れの態勢を整えま
す。
②学校には児童・生徒がいるので、学校運営に
支障をきたさないように避難所運営を行な
うことが必要です。
③避難所運営本部（P.3 参照）が避難所運営の
中心として必要な指示を行ないます。

●施設に職員がいない。施設の鍵が閉鎖されて
いる。
①施設の近隣に居住する防災協力員（施設や備
蓄倉庫等の鍵を持った方）が安全性を確認し
た後、施設を開錠します。
②開錠までは、施設の外で待機することが原則
です。秩序の維持や避難者把握等の理由か
ら、ガラスを割るなどして施設に入所するこ
とはやめましょう。

平日の昼間の時間帯 平日の夜間や休日の時間帯
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□□町会

避難所運営副本部長
女性部代表者

避難所支援

台東区
災害対策本部 ＰＴＡ等 ボランティア

避難所運営副本部長
△△町会　会長

◯◯町会　会長
避難所施設管理者
●●小学校　学校長

総務・情報　担当 避難所援護　担当

ステップ３　避難所運営開始

避難所運営副本部長
▲▲▲▲▲
避難所運営副本部長
■■■■■

災害時避難所「●●小学校」運営組織図〔例〕

避難所運営本部長

避難所運営副本部長
□□町会　会長

給食・物資　担当 救護・衛生　担当
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※　上記の組織図は、あくまで一例です。

△△町会

次ページ以降
で、各担当の
詳しい業務を
ご説明いたし
ます。

ステップ１　日頃の備え

フォークB
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リュウミンR
シンゴM

シンゴR 　避難所に避難した後は、避難所運営本部長や副本部長（町会長等）を中心に、以下のよう
に、各避難所で組織されている避難所運営組織を立ち上げます。

◯◯町会
◯◯　◯◯
◯◯　◯◯

△△　△△
△△　△△

□□　□□
□□　□□
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避難所運営まとめ 

 P.4～10 で説明した各部の業務はあくまで一例です。総務・情報担当を総務担当と情
報担当に分離させる、又は避難者援護担当を総務・情報担当に組み込むというように、

各避難所に応じた組織編成が可能となります。 
 

避難所運営４か条 

 避難所運営において特に重要なことは、以下の４つにまとめることができます。 

１ 秩序 

  避難所は共同生活の場となります。右の図の 
ように、１人がスペースを広く占有したり、校 
舎に展示された生徒の絵画作品等を焚き火の種 
にしたりするといった利己的な行動は、避難所 
内の秩序に乱れにつながるので、慎まなければ 
なりません。 

 

２ 衛生 

                避難者の数だけゴミや排泄物は蓄積されていくので、

衛生面には注意が必要です。衛生面の質の低下は避難

者の心身面に大きな影響を与えうるので、救護・衛生

担当（P.8～9 参照）を中心に、清潔さを維持するため
のルール作りなどが必要となります 

 

３ 情報 

  情報が一切入らず、被災状況を把握することが 
出来ない場合、避難者は不安に陥ります。避難所 
を陸の孤島にしないためにも、総務・情報担当を中 
心に、情報収集を欠かさず周知を徹底しましょう。 

 

４ 避難者個人の尊重 

                避難所には多種多様な人々が避難します。そのため、

各避難者の性別、人種、信条、文化的背景等に可能な

限り配慮した避難所運営が肝要となります。 
 

挿絵 

挿絵 

挿絵 

挿絵 
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さいごに 
 

 

 

 
発行 台東区 危機管理室 災害対策課 

電話：03－5246－1093・1094 
※この冊子は、平成２４年８月現在の状況で作成しています。 

 
平成２４年度登録第３０号 

災害は、いつ起こるか分かりません。不測の事態に対応するためにも、区民

一人一人の方の日頃の備えや、いざ災害が起きたときに自分がとるべき行動

の訓練などが必要となります。

災害対策において何よりも重要なことは、備蓄品の準備や家具転倒防止器

具の取り付けといった「自分の身は自分で守る」こと、いわゆる「自助」です。

一方、自分一人で出来ることにも限界があるので、地域で互いに助け合う、

「共助」も重要となります。

行政の支援、「公助」は、「自助」や「共助」を後方から支援するための一要素

であるということをご承知ください。
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